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議案第１号 

 

   両津港埠頭地区開発事業施設建設（建築）工事請負契約の締結につ

いて 

 

 下記のとおり契約を締結したいので、佐渡市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年佐渡市条例第60号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  両津港埠頭地区開発事業施設建設（建築）工事  

 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  750,750,000円 

 

４ 契約の相手方  佐渡市両津夷351番地 

株式会社本間組 佐渡支店  

                   支店長 江端 東 

 

 

 

 

          平成25年２月８日 提出  

               佐渡市長    甲斐 元也  
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議案第２号 

 

   両津港埠頭地区開発事業施設建設（電気設備）工事請負契約の締結

について  

 

 下記のとおり契約を締結したいので、佐渡市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年佐渡市条例第60号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  両津港埠頭地区開発事業施設建設（電気設備）工事  

 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  157,290,000円 

 

４ 契約の相手方  佐渡市野浦34番地 

大明電業株式会社  佐渡営業所  

                   所長 羽豆 長生 

 

 

 

 

          平成25年２月８日 提出  

               佐渡市長    甲斐 元也  
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議案第３号 

 

   両津港埠頭地区開発事業施設建設（機械設備）工事請負契約の締結

について  

 

 下記のとおり契約を締結したいので、佐渡市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年佐渡市条例第60号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  両津港埠頭地区開発事業施設建設（機械設備）工事  

 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額  190,050,000円 

 

４ 契約の相手方  佐渡市両津湊145番地 

昱工業株式会社 佐渡営業所  

                   営業所長 池亀  敏 

 

 

 

 

          平成25年２月８日 提出  

               佐渡市長    甲斐 元也  
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議案第４号 

 

   新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

新潟県市町村総合事務組合規約の変更について  

 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 286条第１項の規定により、平成 25

年３月31日限りで新潟県市町村総合事務組合から下越清掃センター組合及

び上越地域水道用水供給企業団を脱退させることとし、新潟県市町村総合

事務組合規約を次のとおり変更するものとする。  

 

 

 

 

          平成25年２月８日 提出  

               佐渡市長    甲斐 元也  
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   新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約  

 

 新潟県市町村総合事務組合規約（平成 16年総行市第30号許可）の一部を

次のように変更する。 

 別表第１中「、下越清掃センター組合」及び「、上越地域水道用水供給

企業団」を削る。 

 別表第２の１の項中「、下越清掃センター組合」を削り、同表２の項及

び３の項中「十日町市」を「小千谷市、十日町市」に改め、「、下越清掃セ

ンター組合」を削り、同表４の項及び５の項中「、下越清掃センター組合」

を削り、同表６の項中「、下越清掃センター組合」及び「、上越地域水道

用水供給企業団」を削る。  

   附 則 

 この規約は、平成25年４月１日から施行する。  
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再生紙を使用しています。 

古紙リサイクルにご協力お願いします。  

リサイクルの際はホッチキス針の除去についてご協力お願いします。  


